
 京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和４年３月３１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

 京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を次のよう

に改正する。 

 別表法別表第１ ７の項に規定する事務の項中第１５号を第１６号とし，第１号から第

１４号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 児童福祉法の規定による児童の判定又は知的障害者福祉法の規定による知的障害者

の判定の結果に基づく療育手帳の交付に関する特定個人情報（以下「療育手帳関係情

報」という。） 

 別表法別表第１ ８の項に規定する事務の項中第１４号を第１５号とし，第１号から第

１３号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ ９の項に規定する事務の項中第１２号を第１３号とし，第１号から第

１１号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ １５の項及び条例第３条第１項第１号イに規定する事務の項中第１７

号を第１８号とし，第１号から第１６号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次

の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ １６の項に規定する事務の項中第５号を第６号とし，第１号から第４

号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ １９の項，３５の項及び６１の２の項並びに条例第３条第１項第１号

ウに規定する事務の項中第４号を第５号とし，第１号から第３号までを１号ずつ繰り下げ，

同項に第１号として次の１号を加える。 
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 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ ３１の項に規定する事務の項中第６号を第７号とし，第１号から第５

号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ ３７の項に規定する事務の項中第８号を第９号とし，第１号から第７

号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ ４３の項及び４７の項に規定する事務の項中「及び４７の項」を削る。    

 別表法別表第１ ４６の項に規定する事務の項中第２号を第３号とし，第１号を第２号

とし，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ ４６の項に規定する事務の項の次に次の１項を加える。 

法別表第１ ４７の項に規

定する事務 

⑴ 療育手帳関係情報 

⑵ 身体障害者手帳関係情報 

⑶ 住民税関係情報 

 別表法別表第１ ５９の項に規定する事務の項中第１７号を第１８号とし，第１号から

第１６号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ ６３の項に規定する事務の項中第１７号を第１８号とし，第１号から

第１６号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ ８４の項に規定する事務の項中第１１号を第１２号とし，第１号から

第１０号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ ８４の項に規定する事務の項の次に次の１項を加える。 

法別表第１ ９３の２の項

に規定する事務 

⑴ 生活保護等実施関係情報 

⑵ 住民税関係情報 

⑶ 国民健康保険等被保険者資格関係情報 

⑷ 国民健康保険等医療保険給付関係情報 

⑸ 特別児童扶養手当関係情報 



⑹ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

 別表法別表第１ ９４の項に規定する事務の項中第１２号を第１３号とし，第１号から

第１１号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表法別表第１ ９５の項に規定する事務の項中第４号を第５号とし，第１号から第３

号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表条例第３条第１項第１号エに規定する事務の項中第１１号を第１２号とし，第１号

から第１０号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表条例第３条第１項第１号クに規定する事務の項中第１５号を第１６号とし，第１号

から第１４号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

 別表条例第３条第１項第１号ケに規定する事務の項中第１５号を第１６号とし，第１号

から第１４号までを１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。 

 ⑴ 療育手帳関係情報 

附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（文化市民局地域自治推進室） 

 


